
流山市福祉有償運送助成金制度について 

 

１．制度の概要 

運転者講習費用の一部以外にも、年度内に発生した事務費、車両に係る費用、

運航の安全や利便性確保のための講習・研修費、運転手の人件費を１０万円まで

運営費用を助成します。更に、新規に福祉有償運送を行う団体には登録までの事

務費・車両に係る費用・講習費を２０万円まで立上費用を助成します。 

 

２．助成対象者 

市内に主たる事業所を有し、福祉有償運送事業を実施する者で、受ける助成の

種類に応じ以下に該当する者 

（旅客を自らの運営する別の事業の利用者に限定する者を除く） 

  運営助成：登録を受けており、助成を受ける年度に輸送実績がある者 

  立上助成：助成金支給申請日時点で道路運送法の登録を受ける予定の者 

 

３．助成の対象となる費用 

【対象期間】 

運営助成：当年度内に支出した費用 

立上助成：申請後、助成金支給決定時から登録時までに支出した費用 

【対象用途】 

市の委託事業によらず、福祉有償運送に関して支出した以下の費用 

  例：高齢者支援課が委託する外出支援事業に関する費用は対象外です。 

①事務費 

 通信運搬費、消耗品費、備品費、印刷製本費、ボランティア保険料 

②車両に係る費用 

 福祉自動車購入・改造費（助成対象者が所有する車両のみ）、任意保険料、リ

ース料、車両整備・定期点検費用 

③福祉有償運送運転者育成に係る費用 

 福祉有償運送運転者講習費用（全額補助対象）その他安全及び利便性確保のた

めの講習・研修費 

④人件費（立上助成は除く） 

 福祉有償運送の運転者の人件費 

 ※申請時は、外出支援等を除き福祉有償運送の対価と運転手への支払いが分

かる資料を提出してください。 

 



４．助成金額 

 助成対象費用の実支出額を上限額まで助成します。なお、他の助成金等を受領

している場合、その金額を実支出額から控除した金額を助成します。 

【上限額】 

運営助成：上限１０万円  立上助成：上限２０万円 

   

５．手続の流れ 

【運営助成】 

   申請者（事業者）                  市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

助成金の申請 

助成金支給申請書（第３号様式） 

【添付書類】 

・助成対象費用内訳書 

・対象費用の支払いを証する書類 

・旅客の範囲に係る誓約書 

・その他市長が必要と認めるもの 

助成金支給申請書の受理・審査 

支給もしくは不支給決定 

支給決定通知書（第４号様式） 支給決定通知書の受領 

助成金の請求 

助成請求書（第８号様式） 助成請求書の受理・会計処理 

指定口座へ振込 助成金の受領 



【立上助成】 

申請者（事業者）              市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

助成金の申請 

助成金支給申請書（第１号様式） 

【添付書類】 

・事業計画書 

・旅客の範囲に係る誓約書 

・その他市長が必要と認めるもの 

助成金支給申請書の受理・審査 

支給もしくは不支給決定 

支給決定通知書（第４号様式） 支給決定通知書の受領・報告書の作成 

助成金の請求 

助成請求書（第８号様式） 
助成請求書の受理・会計処理 

指定口座へ振込 助成金の受領 

道路運送法上の登録申請・完了 

（自家用旅客運送） 

受領 

助成金の実績報告 

助成金実績報告書（第６号様式） 

【添付書類】 

・助成対象費用内訳書 

・対象費用の支払いを証する書類 

・自家用旅客運送登録証の写し 

・その他市長が必要と認めるもの 

助成金実績報告書の受理・審査 

助成金確定通知書（第７号様式） 


